
申請書を提出前にご確認☑ください。※申請書類は返却しません。※書類はすべて A4 サイズで印刷してください。 

申請に必要な書類等 【事前申請】 

ﾁｪｯｸ欄 □ １．邑楽町原油価格・物価高騰対策支援金交付申請書（様式 1 号） 

 

□ 

２．決算報告書の写し（直近のもの）  

※Ａ４サイズコピー 

※電子申告(e-TAX ）の場合は、申告データ及び受信通知データ 

（電子申告申請等完了報告書）を添付 

 

①法人企業の場合   ※税務署の受付印が押印されたもの 

・決算報告書 

 

②個人事業主の場合  ※税務署の受付印が押印されたもの 

ア．青色申告の場合 

・確定申告書第１表 

・所得税青色申告決算書（１ページと２ページ） 

 

イ．白色申告の場合 ※税務署の受付印が押印されたもの 

・確定申告書第１表 

・収支内訳書 

 

ウ．開業後間もない等で確定申告が出来ていない方 

    ・開業届      ※税務署の受付印が押印されたもの 
 

□ 
３． ①法 人 企 業 の場 合：履歴事項証明書 

②個人事業主の場合：住民票 （※マイナンバーが記載されていないもの） 

 □ ４．町税の完納証明書 
 

□ 

５．取組内容や金額が分かる書類 

  ・導入する設備のカタログ又は写真 

  ・見積書 
 

□ 

６．振込先口座名義が確認できる通帳等の写し（※Ａ４サイズでコピー） 

・金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人が 

確認できるページ（※通帳の表面と開いた１～２ページ目）の写し 

・インターネットバンキングは、上記事項が記載されたページの写し 

申請に必要な書類等 【事後申請】  ※令和５年４月１日以降に実施した取組 

上記に加えて以下の書類を添付して提出 

ﾁｪｯｸ欄 □ ７．邑楽町原油価格・物価高騰対策支援金実績報告書（様式 8 号） 

 □ 

８．取組内容や金額が分かる書類 

  ・納品書（または工事完了報告書等）、領収書 

  ・導入設備の写真、工事完了後の写真 
 


